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高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

令 和 ８ 年 ３ 月 27日

高 知 県 教 育 長 今 城 純 子

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号

高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 （ 平 成 ６ 年 高 知 県 教 育 委 員 会 規

則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 法 第 15条 第 ３ 項 又 は 条 例 第 15条 第 ３ 項 に 規 定

す る 方 式 」 を 「 法 第 15条 第 ４ 項 又 は 条 例 第 15条 第 ４ 項 に 規 定 す る

公 示 の 方 法 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 法 第 15条 第 ３ 項 又 は 条 例 第

15条 第 ３ 項 」 を 「 法 第 15条 第 ４ 項 又 は 条 例 第 15条 第 ４ 項 」 に 、

「 準 用 す る 法 第 15条 第 ３ 項 」 を 「 準 用 す る 法 第 15条 第 ４ 項 」 に 、

「 準 用 す る 条 例 第 15条 第 ３ 項 」 を 「 準 用 す る 条 例 第 15条 第 ４ 項 」

に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 21日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


